
公共鹿第 172号 

平成23年５月18日 

 

各所属所長 殿 

 

公立学校共済組合鹿児島支部長 

（鹿児島県教育委員会教育長） 

 

 

臓器移植法改正に伴う組合員証等の取扱いについて（依頼） 

 

 

臓器の移植に関する法律が改正され，組合員証等の様式を改正して臓器提供

に関する意思表示欄を設けることになりましたが，意思表示欄がない交付済み

の組合員証及び被扶養者証については，裏面に「臓器提供意思表示シール」を

貼付して対応することになりました。 

 ついては，下記により当該シールが送付されますので，組合員へ必ず配布の

上，貼付するよう周知をお願いします。 

 

記 

 

１ 臓器提供意思表示シールの送付時期 

  ６月10日頃に公立学校共済組合本部から共済フォーラム（平成23年６月号）

と併せて各所属所へ送付されます。 

 

２ その他 

 (1) 臓器提供意思表示シールは，１シートにつき４名分です（別紙見本のと

おり。）。不足する場合は，当支部へ御連絡ください。 

 (2) 「臓器提供意思表示欄」の記入は任意であり，記入を義務付けているも

のではありません。 

 

 

 

 

 

公立学校共済組合鹿児島支部 

（鹿児島県教育庁総務福利課内） 
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